
 

問　健康支援課　☎973-3209

　高血圧は自覚症状が少なく、放っておくと命にかかわる病気（脳卒中、心臓や腎
臓の病気）につながります。自分の普段の血圧を知ったり、食事の塩分に気をつけ
たりして、高血圧を予防・改善しましょう。

「血圧を測るたびに毎回数値が違うんだ
けど…」ということはありませんか？
血圧は常に変動しているので、
毎日同じタイミングでの
測定習慣で普段の値を
知ることがとても
大切です。

　食塩をとりすぎると、それを薄めるために血液中の水分が増えます。
結果、血液量が増えて高血圧の原因となります。
　下のグラフはうるま市の血圧分類別にみた推定食塩摂取量の平均値
です（R6年度 うるま市集団健診結果より）。

集団健診で実施中！
推定食塩摂取量
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栄養相談（予約制）
健康相談は
随時おこなっています♪

1日あたりの食塩摂取目標量
（日本人の食事摂取基準2025年版）
男性：7.5ｇ未満
女性：6.5ｇ未満
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■うるま市の課題

■自分の血圧のタイプを確認しよう！（参考：日本高血圧学会「高血圧管理・治療ガイドライン2025」）
　

　■うるま市民の食塩摂取量と血圧の関係
　

①40～74歳の特定健診
受診者のうち…

②高血圧の治療が必要にも
かかわらず放置している人が多い

③うるま市では高血圧性疾患で
亡くなる人が非常に多い

（R6年度） （R5年度特定健診受診者）
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血圧は正常です。
毎年の健診を受けて

健康管理を続けましょう。

治療が必要です。
家庭血圧の記録をつけ、高めの血圧が
続く場合は早めに受診しましょう。

非高血圧と比べて将来の脳心血管病を
引き起こすリスクが高いです。

家庭血圧の記録をつけましょう。
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　食塩摂取量が多いほど、血圧が高くなる傾向が明らかになっています！

測定のタイミング
①起床時
②就寝前

4人に1人は高血圧 3人に1人は病院未受診

 

問　環境政策課　☎973-5594

問　農業委員会事務局　☎923-7608

飼い犬が人に危害を加えたとき、
飼い主の責任が問われます。

うるま市農業委員及び農地利用最適化推進委員募集
うるま市農業委員会では、次のとおり第１9期うるま市農業委員及び第4期農地利用最適化推進委員を募集いたします。

【募集期間】
　令和８年7月10日（金）から令和８年8月10日（月）
　※土日・祝日を除く市役所開庁日　8：30～17：00
　※郵送の場合、当日消印有効

【提出書類の配布場所】
　うるま市農業委員会事務局　
　※ホームページからもダウンロードできます。

【提出及び問い合わせ先等】
　うるま市農業委員会事務局　TEL923-7608
　〒904-2292　うるま市みどり町一丁目１番１号
　（本庁舎西棟１階）
　直接持参または郵送でお願いいたします。
　郵送の場合は、簡易書留で郵送してください。

農業委員　
①要件　
農業に関する知見を有し、農業委員会職務を適切に行うことが出来る
方。但し、一定人数は、認定農業者等の要件があります。
②業務内容
・毎月の農業委員会総会への出席
・農地法の許認可の審査や違反等における意見の決定
・農地利用状況調査や農業者の意向調査
・農地利用の最適化の推進に係る施策について、提出する意見の決定
・その他農業委員会が必要とする活動等
③募集人数／14名　④報酬／月額46,000円
※互選選出される会長及び職務代理者（副会長）は変わります。
⑤任期／令和9年4月1日から令和12年3月31日迄

農地利用最適化推進委員
①要件　
農地等の利用の最適化推進に熱意と知見を有する方。（農地
等の利用の最適化の推進とは、担い手への農地集積、耕作放
棄地対策、新規就農者への支援等のこと。）
②業務内容
・農地等利用の最適化に関する活動を図るための各種調査等
や農業者からの相談活動
・農地の出し手、受け手へのアプローチを行い、担い手への農
地利用集積、集約化に繋がる活動
・地域計画、地域農業者との話し合いを推進等
③募集人数／16名　④報酬／月額40,000円
⑤任期／委嘱の日から令和12年3月31日迄　

●飼い犬の逸走防止のための措置
をとる

●ステッカーなどで
犬を飼っているこ
とを周囲に掲示す
る　など

●犬を取得した日から３０日以内
に市に登録しなければならない

●狂犬病の予防通者を
　毎年一回受けさせな
　けれればならない　
　など

●飼い犬が危害を加えたときは直
ちに市長に届け出なければなら
ない

●市長は飼い主に対し、危害防止
のために必要な措置を命ずるこ
とができる　など

１．飼い方について、法律や条例で定められています。

①飼い犬のストレス軽減のため
　□日々のスキンシップを十分に図る　　　
　□十分な運動をさせる
　□暑さ、寒さ対策を図る
　□衛生環境に十分に配慮する　など
　

②散歩中に気を付けること
　□人や他の犬に慣らし、社会性を育む
　□散歩中はリードの長さに注意する
　□糞尿の処理、後始末を徹底する
　□近隣住民への挨拶をする　 など

２．具体的な飼い方について

①動物の愛護及び管理に
関する法律　

第７条（動物の所有者又は占有者の責務等）

②狂犬病予防法　
第４条（登録）、第５条（予防注射）

③うるま市飼い犬条例
　第４条（飼い犬が人畜に害を加えた場合の届け出）

大切な家族だからこそ、
正しい管理と
行動が必要です

「うちの子は大丈夫」
という思い込みが
取り返しの

つかない事態を
招くことがあります。

【募集概要】

10


